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＜執筆＞

店
員
が
万
引
き
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
転
倒

第 208 回

店員 A が、店内で書物の陳列作業を行っ

ていたところ、万引き行為を発見したので、

同僚と二人で店外に出た万引きを店内に連

れ戻し、逃がさないように万引き犯が背負

うリュックサックの紐を掴んでいた。ちょ

うど入口附近に誘導して来たとき、突如逃

げようとして走り出した万引き犯に振り回

され、後方に転倒して被災した。

Ａは店員という立場にあり、日頃から自

社の書物が盗まれることもあり、万引き犯

を捕まえてやろうとの職責・使命感からの

行為である。また、私怨や挑発した事情も

見受けられず、業務起因性が認められ業務
上災害と判断された。

業務災害の「業務」とは、その労働者

が本来行うべき業務だけを指すものではな

い。例えば、「その労働者の職務（責任）

から当然行うことが予想される緊急行為ま

たは客観的に見て必要かつ合理的な担当外

業務の応援行為」も「業務」とみなされる。

業務災害と認められるためには、業務起

因性が認められなければならず、その前提

条件として業務遂行性が認められることが

不可欠となる。

業務遂行性と業務起因性の双方を充たす

には、以下の事項がポイントとなる。

①事業主の支配・管理下にあって業務に

従事している場合

この場合、災害は被災労働者の業務とし

ての行為や事業場の施設・設備の管理状況

などが原因となって発生するものと考えら

れるので、他に業務上と認めがたい事情が

が

え
る
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ない限り、業務上と認められる。

②事業主の支配・管理下にあるが業務に

従事していない場合

出勤して事業場施設内にいる限り、労働

契約に基づき事業主の施設管理下にあると

認められるが、休憩時間などは私的行為と

なり発生した災害は業務災害とは認められ

ない。

③事業主の支配下にはあるが、管理下を

離れて業務に従事している場合

出張などの事業場施設外で業務に従事し

ている場合は事業主の管理下を離れている

が、労働契約に基づき事業主の命令を受け

て仕事をしていることから、一般的に業務

遂行性が認められ、さらに業務起因性につ

いても特にこれを否定すべき事情がない限

り業務災害と認められる。

労働者は、一般に、事業主など指揮命令

の下に業務に従事するものであり同僚労働

者などと作業を行っている。しかし、他人

の暴行による災害として、外部の第三者か

ら業務に関して私的に暴行を加えられるこ

ともあり得る。他人の故意によるものであ

るため、一般的には業務起因性はないとさ

れるが、業務と災害の間に相当因果関係が

認められる場合には他人の故意が競合して

いても、その災害は業務起因性がある、と

判断されることが多いようである。

実際は、災害が対人関係から生ずる性質

上、諸般の事情を考慮して労災認定の可否

が判断される。また、「けんか」の場合は、

災害の原因が私怨の場合が多いので、発端

は業務と関連があったとしても、業務との

相当因果関係は失われているとされる。た

だし、正当防衛は、「けんか」とはみなさ

れない。

さて、今回の他人 ( ＝万引き犯 ) の暴行

による災害は、

業務遂行性：店員Ａは、店内での業務（仕

事）中であり、万引き犯を捕まえようといっ

たん店外に出てたとしても、事業主の支配

下にあり、かつ施設管理下にあるといえる。

一般に、被災者が事業場内にあるとき、ま

たは業務に就いているときに加害行為を受

けた場合には、業務との関連性が強いとみ

てよいとされる。従って、「業務遂行性」

については問題なく認められる。

業務起因性：災害が業務に起因している

ようにみえても、実際には加害者の私怨（個

人的なうらみ）や加害者との私的関係に起

因している場合もあり得る。また、被害者

がその職務上の限度を超えて相手を刺激

し、または挑発したような事情がある場合

には、恣意的に自らの危険を招いたものと

して、業務との相当因果関係が認められな

いことがある。

今回のケ－スでは、上記のような事実も

なく、店員 A は会社の職責・使命感から行っ

た行為である。従って、「その労働者の職

務（責任）から当然行うことが予想される

緊急行為」に該当するため「業務」とみな

され、「業務」を行っていたことにより被

災したものであり「業務起因性」が認めら

れることとなった。




